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国民一般に分かりやすい民法

民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への
対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかか
わりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示され
たい。

社会・経済の変化への対応

○法制審議会民法（債権関係）部会設置（平成21年10月）
第１ステージ→ 中間論点整理（平成23年４月）
第２ステージ→ 中間試案（平成25年２月）
第３ステージ→ 要綱仮案（平成26年８月26日決定）

○民法（債権関係）の改正に関する要綱（答申） （平成27年２月24日）

○「民法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律案」閣議決定（平成27年３月31日）

法制審議会における審議経過等

法制審諮問第88号（平成21年10月）

「法制審議会第173回会議（平成26年９月18日開催）配布資料３」等をもとに国土交通省作成

民法（債権関係）の見直し
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（１） 【民法】売買契約に係る契約不適合の場合の責任について、従来の売買契約に係る瑕疵担保責任について
規定されていた「隠れた」との要件を設けないこととする。

⇒【住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法】売買契約の瑕疵担保責任に係る「隠れた」要件の削除。

（２） 【民法】

①請負契約の債務不履行があった場合、土地工作物に係る請負契約について解除を可能とする。

②売買契約及び請負契約の契約不適合の場合の責任にかかる損害賠償及び契約の解除については、債務
不履行による損害賠償の一般原則及び契約の解除の一般原則に基づくものとする。

⇒【住宅品質確保法】

①請負契約の瑕疵担保責任に係る解除の可能化。

②売買契約及び請負契約の瑕疵担保責任に係る損害賠償及び解除にかかる取扱いの変更。
（※今後は債務不履行による損害賠償及び契約の解除の一般原則を引用）

【民法】 「瑕疵」の文言を削除し、目的物が種類、品質（又は数量）に関して契約の内容に適合しない（以下「契約
不適合」という。）場合の責任について規定。

⇒【住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法】住宅品質確保法に「瑕疵」の定義を置き、「瑕疵」の文言を存置。

民法改正に伴う住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正

２

１．「瑕疵」の文言に係る対応

２．その他の対応

➢民法改正に伴う住宅品質確保法及び住宅瑕疵担保履行法における対応について、「住宅瑕疵担保履行制度

のあり方に関する検討委員会」（座長：村本 孜 成城大学社会イノベーション学部教授）において検討を実施。
➢ 取りまとめられた以下の対応方針に従い、整備法により、これらの法律を改正する予定（公布から３年以内に
施行予定）。



（３） 【民法】 引き渡された目的物が契約不適合であるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引
渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができることを明文化する。

⇒【住宅品質確保法】売買契約の瑕疵担保責任に係る「履行の追完」に関する根拠（文言）の削除。
（※今後は民法の規定を引用）

（４） 【民法】 引き渡された目的物が契約不適合である場合において、買主は、一定要件の下、その不適合の程
度に応じて代金の減額を請求することができることとする規定を新設する。（請負についても、報酬の減額の
請求ができることとする。）

⇒【住宅品質確保法】売買契約の瑕疵担保責任に係る代金減額請求及び請負契約の瑕疵担保責任に
係る報酬減額請求の創設。

（５） 【民法】

①売主が契約不適合である目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から１
年以内に当該不適合を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、
代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないこととする。（請負についても
同様とする。）

②請負契約について、土地工作物に係る瑕疵担保責任の期間制限の特例を削除する。

⇒【住宅品質確保法】瑕疵担保責任の期間制限に係る民法の規定の適用。

民法改正に伴う住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正（続き）
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２．その他の対応（続き）


